
 

 

［様式第４］ 

情 報 非 公 開 決 定 通 知 書 

業 第     号 

年  月  日 

 

           様 
 

原子力発電環境整備機構理事長  
 

     年  月  日付けで公開の請求を受け付けました機構資料の公開について，原子力発電

環境整備機構情報公開規程第１２条第３項の規定に基づき，次のとおり，非公開をすることとしまし

たので通知します。 
 なお，この決定に異議がある場合には，この通知書を受領した日から６０日以内に，機構に対して

異議の申出をすることができます。 
 
 

 
１．公開の請求があった機構資料 

 
 
 

 
２．非公開とする理由 

 
 
 

 
 

担当者 原子力発電環境整備機構 




